
取引相場のない株式の評価方法の見直し                                  

             （担当：川﨑） 

1.はじめに 

平成 29 年度税制改正において、取引相場の

ない株式の評価方法が見直されたことを受け、

国税庁は本年 5 月に財産評価基本通達の一部を

改正しました。改正では、取引相場のない株式

の算定方法の一つである類似業種比準方式及び

会社規模の判定基準の見直しが行われています。 

2.類似業種比準方式の見直し 

（1）概要 

取引相場のない株式の評価方法は、原則と

して評価会社の規模によって異なります。会社

規模の判定基準（後述 3）によって、大会社、中

会社及び小会社の 3 つに区分し、類似業種比準

方式もしくは純資産価額方式（会社の資産や負

債を相続税の評価に置き換え、そこから法人税

等相当額を控除して評価する方法）のいずれか

又は両方式の併用によって評価します。今回改

正された類似業種比準方式は、評価会社の事業

内容と類似する業種の上場会社の平均株価を基

に、評価会社の 1 株当たりの配当金額、利益金

額及び純資産価額の 3 つで比準して評価する方

法です。 

（2）改正前の計算方法 

（3）改正内容 

①A について、株価の急激な変動を平準化し、

課税時期の違いによる不公正を解消するため、

改正前の課税期間以前 3 か月間の各月の株価又

は前年平均株価に、課税期間の属する月以前 2
年間の平均株価が追加されました。 

②B、C 及び D について、上場会社では連結決

算の金額が株価形成の重要な要素となっている

ことから、より適正な時価を算出するため、連

結決算を反映させた金額に改正されました。 

③配当金額、利益金額及び純資産価額の比重に

ついて、1：1：1 という比重が最も実際の株価と

評価額の乖離が少なく、適正に時価が算出され

るものとして、従前の 1：3：1 から 1：1：1 に

改正されました。 

（4）改正後の計算方法 

 

（注 1）類似業種の課税期間以前 3 か月間の各月の株価、前

年平均株価及び課税期間の属する月以前 2 年間の平均株価

のうち最も低い金額。 

（注 2）0.7 は、中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は

「0.5」 

3.会社規模の判定基準の見直し 

取引相場のない株式を評価する際の会社規

模については、評価会社の総資産価額、従業員

数及び直前期末 1 年間の取引金額により判定さ

れますが、近年の上場会社の実態に合わせるた

め、従業員数が 70 人以上の会社は大会社とする

（改正前は 100 人以上）など、大会社及び中会

社の適用範囲が拡大されました。 

4.適用時期 

新たな評価方法は、平成 29 年 1 月 1 日以後

に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評

価に適用されることとなります。 

5.おわりに 

今回の改正の注目点は、類似業種比準方式

による配当金額、利益金額及び純資産価額の比

重が 1：3：1 から 1：1：1 に改正されたことで

す。これにより改正後の株価は改正前の株価と

大きく異なってくる可能性があり、これまでの

株価対策が必ずしも有効なものであるとはいえ

なくなることが予想されます。早めの検討・対

 

                                                                                                                             
「Ａ」＝類似業種の課税期間以前 3 か月間の各月の株価又

は前年平均株価のうち最も低い金額。 

「Ｂ」＝類似業種の 1株当たりの配当金額     

「Ｃ」＝類似業種の 1株当たりの利益金額     

「Ｄ」＝類似業種の 1 株当たりの純資産価額（帳簿価額に

よって計算した金額）  

「Ⓑ」＝評価会社の 1株当たりの配当金額   

「Ⓒ」＝評価会社の 1株当たりの利益金額    

「Ⓓ」＝評価会社の１株当たりの純資産価額（帳簿価額によ

って計算した金額）         

（注）0.7 は、中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は「0.5」 
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策をお勧めします。 


